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Ⅰ　

問
題
認
識

⑴　

日
本
企
業
の
多
く
が
新
型
コ
ロ

ナ
感
染
拡
大
に
伴
う
売
上
の
激
減
と

コ
ス
ト
増
を
補
う
た
め
に
債
務
を
増

や
し
て
い
る
。
年
初
か
ら
６
月
末
ま

で
に
全
国
金
融
機
関
の
融
資
総
額
は

す
で
に
31
兆
円
増
え
て
お
り
、
昨
年

同
期
の
３
倍
の
増
大
幅
と
な
っ
て
い

る
。
経
済
状
態
が
急
速
に
回
復
し
な

い
限
り
、
企
業
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト

が
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
こ
と

は
必
至
で
あ
る
。

１
９
９
０
年
代
の
日
本
の
バ
ブ
ル

の
崩
壊
で
は
、
建
設
・
不
動
産
・
ノ

ン
バ
ン
ク
の
３
業
種
を
は
じ
め
と
す

る
多
く
の
企
業
が
過
剰
債
務
を
抱
え

る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ら
に
貸
し
込

ん
で
い
た
金
融
機
関
に
巨
額
の
不
良

債
権
問
題
が
発
生
し
た
。
企
業
と
金

融
機
関
双
方
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
が

毀
損
し
、
資
本
力
の
弱
い
中
小
金
融

機
関
と
中
小
・
小
規
模
企
業
が
多
数

破
綻
し
た
が
、
銀
行
は
債
務
超
過
状

態
の
企
業
の
再
生
に
向
け
た
抜
本
的

解
決
へ
の
取
り
組
み
に
遅
れ
、
政
府

も
長
く
銀
行
に
不
良
債
権
の
処
理
を

強
く
迫
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
債
務

超
過
に
陥
っ
た
企
業
で
は
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
フ
ロ
ー
が
借
金
の
返
済
に
充
て

ら
れ
る
た
め
、
積
極
的
な
事
業
展
開

の
た
め
の
設
備
投
資
も
人
材
へ
の
投

資
も
お
ざ
な
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。

い
わ
ゆ
る
「
過
剰
債
務
の
罠
」
で
あ

る
。
結
果
と
し
て
日
本
経
済
は
「
失

わ
れ
た
10
年
」
の
後
も
長
く
経
済
低

迷
か
ら
脱
出
で
き
な
か
っ
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
に
よ
る
バ

ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
ダ
メ
ー
ジ
は
１
９

９
０
年
代
と
は
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
は

異
な
る
も
の
の
、
毀
損
し
た
バ
ラ
ン

ス
シ
ー
ト
を
放
置
す
れ
ば
、
企
業
は

再
び
「
過
剰
債
務
の
罠
」
に
陥
り
、

人
材
や
事
業
が
劣
化
し
、
経
済
低
迷

は
長
期
化
し
て
し
ま
う
。
し
か
も
、

現
在
は
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
時
の

経
営
悪
化
の
影
響
を
引
き
ず
っ
て
い

る
企
業
も
少
な
く
な
い
。「
失
わ
れ

た
10
年
」を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
、

過
剰
債
務
問
題
を
先
送
り
せ
ず
、
毀

　
　
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
に
よ
る
売
上
激
減
、
コ
ス
ト
ア
ッ
プ
の
た
め
、

企
業
の
債
務
は
大
き
く
膨
張
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
状
況
が
続
く
と
多
く

の
中
小
企
業
な
ど
が
過
剰
債
務
を
抱
え
る
可
能
性
が
高
い
。
過
剰
債
務
を

抱
え
た
企
業
は
新
規
投
資
が
で
き
ず
、
事
業
が
劣
化
し
、
長
期
的
な
経
済

低
迷
に
陥
っ
た
の
が
90
年
代
の
日
本
で
あ
っ
た
。
当
時
の
金
融
・
企
業
再

生
等
に
携
わ
っ
た
人
間
が
結
集
し
、「
失
わ
れ
た
10
年
」
を
教
訓
に
、
ウ
ィ

ズ
コ
ロ
ナ
・
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
事
業
構
造
を
実
現
し
、

低
生
産
性
を
克
服
し
、
高
い
経
済
成
長
を
目
指
す
た
め
の
政
策
提
言
を
今

般
取
り
ま
と
め
た
。

　
政
府
は
資
金
繰
り
対
策
な
ど
の
危
機
対
応
の
た
め
の
政
策
を
遂
行
中
で

あ
る
が
、
こ
の
次
の
ス
テ
ー
ジ
の
政
策
に
本
提
言
の
内
容
が
反
映
さ
れ
、

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
再
構
築
し
つ
つ
、
事
業
構
造
改
革
を
加
速
し
、
日
本

経
済
の
成
長
を
実
現
す
る
契
機
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

小
林 

慶
一
郎
・
寺
澤 

達
也

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
問
題
研
究
会
提
言

　
　
　
―
事
業
構
造
改
革
の
加
速
に
よ
る
成
長
実
現
戦
略
―

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
問
題
研
究
会

提
　
言
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公
益
通
報
者
保
護
法
（
以
下
、「
本

法
」ま
た
は「
現
行
法
」と
い
う
）は
、

平
成
18
年
４
月
の
施
行
以
来
、
こ
れ

ま
で
一
度
も
改
正
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
が
、
こ
の
度
、
令
和
２
年
６
月
８

日
に
公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
２
年
法
律
第

51
号
。
以
下
、「
改
正
法
」
と
い
い
、

改
正
後
の
法
律
を
「
新
法
」
と
い
う
）

が
成
立
し
、
同
月
12
日
、
公
布
さ
れ

た
。
改
正
法
は
、
公
布
の
日
か
ら
起

算
し
て
２
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
の
施

行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
改
正
の
背
景
、
改
正

内
容
お
よ
び
今
回
の
改
正
で
は
見
送

ら
れ
た
論
点
を
概
観
し
た
う
え
で

（
後
記
一
か
ら
四
）、
改
正
法
の
施
行

お
よ
び
そ
れ
に
先
立
ち
国
が
策
定
す

る
予
定
の
新
た
な
指
針
が
リ
リ
ー
ス

さ
れ
る
ま
で
の
間
に
事
業
者
、
と
り

わ
け
金
融
機
関
が
行
っ
て
お
く
べ
き

対
応
に
つ
い
て
述
べ
る
（
次
号
五
）。

一�

　
改
正
の
背
景
（
内
部
通

報
制
度
の
機
能
不
全
）

本
法
の
施
行
に
よ
り
、
事
業
者
に

よ
る
内
部
通
報
制
度
の
整
備
は
一
定

程
度
進
み
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
経

営
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
は
一
般
的

に
認
知
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

消
費
者
庁
の
「
平
成
28
年
度 

民
間

事
業
者
に
お
け
る
内
部
通
報
制
度
の

実
態
調
査 

報
告
書
」（
注
１
）（
以
下
、

「
平
成
28
年
度
実
態
調
査
」
と
い
う
）

に
よ
れ
ば
、
事
業
者
に
お
け
る
不
正

発
見
の
端
緒
の
第
１
位
は
「
内
部
通

報
」（
58
・
８
％
）
で
あ
り
、「
内
部

監
査
」（
37
・
６
％
）
お
よ
び
「
職

制
ル
ー
ト
（
上
司
に
よ
る
日
常
的
な

業
務
の
チ
ェ
ッ
ク
、
従
業
員
か
ら
の

業
務
報
告
等
）」（
31
・
５
％
）
を
上

回
っ
て
い
る
。

ま
た
、
内
部
通
報
制
度
の
導
入
の

効
果
と
し
て
は
、多
く
の
事
業
者
が
、

違
法
行
為
の
抑
止
（
49
・
４
％
）
や

自
浄
作
用
に
よ
る
違
法
行
為
の
是
正

機
会
の
拡
充
（
43
・
３
％
）
を
挙
げ

て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
法
施
行
後
に

発
生
し
た
大
規
模
な
企
業
不
祥
事
に

お
い
て
も
、
内
部
通
報
制
度
の
機
能

不
全
が
指
摘
さ
れ
る
例
が
少
な
く
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
。

こ
の
点
、
金
融
機
関
の
例
を
挙
げ

れ
ば
、
平
成
30
年
10
月
５
日
、
金
融

庁
か
ら
行
政
処
分
（
業
務
の
一
部
停

止
命
令
等
）
を
受
け
る
に
至
っ
た
ス

ル
ガ
銀
行
の
例
が
記
憶
に
新
し
い
。

ス
ル
ガ
銀
行
第
三
者
委
員
会
の
同

年
９
月
７
日
付
け
調
査
報
告
書
（
注

２
）
に
よ
る
と
、
同
銀
行
で
は
、
通

常
の
地
方
銀
行
水
準
の
内
部
通
報
制

度
が
整
備
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
前
記
行
政
処
分
に
至
っ
た
深

刻
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
上
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
役
職
員
は
誰
も
通
報

し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
第
三
者
委
員
会
が
実
施
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
回
答
し
た
行
員

３
５
９
５
名
の
う
ち
実
に
１
９
８
名

が
内
部
通
報
制
度
を
利
用
し
よ
う
と

改
正
公
益
通
報
者
保
護
法
の
ポ
イ
ン
ト
と

金
融
機
関
の
課
題
（
上
）

森
原
憲
司
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

森
原 

憲
司

弁
護
士　

大
塚 

　
陵

今月の解説
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

対
策
と
し
て
、
４
月
７
日
に
７
都
道

府
県
を
対
象
と
し
て
緊
急
事
態
宣
言

が
発
令
さ
れ
、
４
月
16
日
に
は
、
対

象
が
全
都
道
府
県
に
拡
大
さ
れ
た
。

緊
急
事
態
宣
言
自
体
は
５
月
25
日
に

解
除
さ
れ
、
７
月
22
日
に
は
Ｇ
ｏ 

Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
事
業
が
始
ま
る
な

ど
、
コ
ロ
ナ
禍
で
大
き
な
打
撃
を
受

け
た
産
業
の
浮
揚
策
が
次
々
に
打
ち

出
さ
れ
て
い
る
が
、
コ
ロ
ナ
禍
が
終

息
し
た
と
は
い
え
な
い
た
め
に
、
引

き
続
き
多
く
の
業
界
に
お
い
て
は
厳

し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。そ
こ
で
、

ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
倒
産
予
備
軍
と
な

る
取
引
先
に
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が

あ
り
、
ど
の
よ
う
な
留
意
点
が
あ
る

か
を
概
観
す
る
。

１　
影
響
を
受
け
る
業
界
地
図

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
の
た
め
、
中
国
の
武
漢
市
が
１
月

に
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
さ
れ
る
な
ど
に
よ

り
、
中
国
か
ら
わ
が
国
へ
の
部
品
・

部
材
の
入
荷
が
滞
っ
た
。そ
の
た
め
、

わ
が
国
企
業
へ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る

影
響
は
、
ま
ず
、
中
国
を
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
に
組
み
込
ん
で
い
る
製
造

業
な
ど
の
稼
働
率
低
下
と
し
て
現
れ

た
。続

い
て
、
わ
が
国
で
も
前
述
の
よ

う
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
せ
ら
れ
る

と
、
旅
行
や
外
食
が
事
実
上
抑
制
さ

れ
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
業
界
が
厳
し

い
状
況
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
コ
ロ
ナ
禍
が
継
続
す
る
環
境
下

銀
行
員
と
し
て
は
、取
引
先
倒
産
の
危
険
を
早
期
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、

経
営
苦
境
に
あ
る
取
引
先
に
対
す
る
ベ
ス
ト
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
努

め
る
こ
と
、
ま
た
、
い
ざ
倒
産
が
発
生
し
た
場
合
の
手
続
き
・
対
応
を
あ
ら

か
じ
め
把
握
し
て
備
え
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
本
連
載
で
は
、
倒
産

手
続
き
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
営
業
の
フ
ロ
ン
ト
に
い
る
銀
行
員
が
留
意

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
述
べ
る
。

一
は
じ
め
に

二
苦
境
に
あ
る
業
界
と

倒
産
件
数

新連載

取引先に対するベストソリューションのための

営業店の倒産法務入門

島田法律事務所
弁護士� 島田 邦雄
�しまだ・くにお● 1984 年東京大学
法学部卒。86 年弁護士登録。90 年
ハーバード大学ロースクール卒業
（LL.M.）。バブル崩壊後の不良債権
処理全盛期も含め長年にわたり債権
回収業務に関わっている。

島田法律事務所
弁護士� 川島 亜記
�かわしま・あき● 2003 年東北大学
法学部卒。05 年弁護士登録。金融
機関からの日常的な法律相談のほ
か、預金をめぐる訴訟、金融商品の
販売をめぐる訴訟等を扱う。

第１回　今後、倒産が予想される取引先
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